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2020 年度 事業計画書の概要（暫定版） 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響により、東京 2020大会は、大会史上初めて開催の延期が決定 

○ 開催期間や会場等の調整、聖火リレーやボランティア、観戦チケット等への対応など、解決すべき様々な課題に取り組んでいく 

○ 人類が新型コロナウイルス感染症に打ち克ち、東京 2020 大会の開催が世界中の人々にとって希望の光となるように、一丸となって取り組む 
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（リオ大会前/個別計画作成） 

計画立案 

フェーズ 

（リオ大会後/個別計画改善） 

実践準備 

フェーズ 

（レディネスフェーズ） 

 

 

 

柱 主な計画事業 

１ 円滑で安全安

心な大会運営に

向けた準備 

（１） 聖火リレーの準備・運営 

・ 全国を巡るオリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火リレーの準備 

（２） セレモニーの実施に向けた準備 

・ 開会式・閉会式、選手村でのチームウェルカムセレモニーの実施に向けた準備 

（３） 最高水準の競技環境の構築と会場サービスの提供に向けた準備 

・ 競技団体と連携した最高水準の競技環境の構築 

・ 会場所有者等と連携・調整し、各会場の状況に応じた円滑な運営に向けて準備を実施 

・ 各国アンチドーピング機関、ＩＯＣ/ＩＰＣ及びＩＴＡ（国際検査機関）と連携の上、検査員等の研修を実施 

・ 各ＮＯＣ/ＮＰＣ及び選手村の各サービス提供事業者等と調整を行い、選手村の運営準備を実施 

・ 飲食提供事業者と連携し、選手村、競技会場等の大会関係施設ごとに提供方法、サービスレベル等を具体化 

・ 都、国、関係自治体、医療関係団体等と連携・協力し、医療体制の整備を計画的に実施 

・ 感染症の発生、拡大を防ぐため必要な情報を、ホームページ等を通じて提供できるよう準備 

・ 各ステークホルダー向けに、施設設備、飲料供給、予防・救護運営、情報発信の各観点から暑さ対策を検討・

準備 

（４） ボランティアへの研修等の準備 

・ 必要な知識を習得するための各種研修やユニフォームの配布に向けた検討・準備 
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（５） アクセシビリティの確保 

・ ハード・ソフト両面におけるアクセシブルな環境整備の推進 

（６） パラリンピック競技大会の成功に向けた準備 

・ パラリンピック選手や関係者等が大会活動で必要とする環境を提供するための運営計画を策定 

・ オリンピックからの移行や大会時のパラリンピックの実行体制について検討 

・ パラリンピックに向けた機運を国内外で高めるとともに、パラリンピック特有の価値を伝え、共生社会の深化

を目指していくことを継続して発信 

（７） 国際的な連携強化、ＮＯＣ/ＮＰＣへのサポート 

・ オリンピック・パラリンピックファミリーに対し、適切なレベルのサービス提供に向けて準備 

・ 要人プログラム、プロトコル・サービスの推進 

・ 北京 2022組織委員会及びパリ 2024組織委員会等への学習機会の提供 

・ ＮＯＣ/ＮＰＣサービスセンターの開催に向けた準備 

（８） 世界に誇る安全及びセキュリティの確保 

・ 「警備ガイドライン」に基づき会場の特性等を踏まえた各競技会場等の警備計画を策定 

・ 警備会社が参加するＪＶ（共同企業体）との基本契約に基づき、会場毎の警備業務委託契約を締結 

・ 顔認証システム等の先進技術を活用し、厳格かつ効率的な警備を実施できるよう準備 

・ テロ等を想定した各種訓練の実施により、対応力の強化を図り、万全な初動対処体制を確立 

・ CIRT2020（サイバーインシデント対処チーム）の運用 

（９） 大会運営の効率化に向けたテクノロジーの導入 

・ 各ＦＡが必要とするテクノロジー関連サービス等の導入・運営に向けた準備 

・ 各会場で利用する通信サービスや通信環境を整備 

・ 大会公式ウェブサイトやモバイルアプリなどの観客向け大会情報システムを構築 

・ サイバーセキュリティ対策の運用体制を維持 

・ 大会延期に伴うテクノロジーの見直し大会後に必要なテクノロジー環境への移行 

（10） 安全、円滑かつ効率的で信頼性の高い大会輸送及び宿泊の提供に向けた準備等 

・ 大会関係者及び観客・スタッフに提供する輸送サービスの内容を深度化 

・ 大会関係者に対する宿泊、空港サービスの提供に向けた準備 

・ 大会期間中に必要な物品に係る効率的な物流サービスの提供のための主要なサプライチェーンを構築 

２ 会場及び施設

整備の着実な実

施 

（１） 会場の整備調整 

・ 全競技会場及び選手村等の仮設オーバーレイ設置工事を期限内に安全かつ確実に完了 

（２） 大会需要を踏まえた電力インフラの整備調整 

・ 仮設電源供給設備及びガス供給設備の整備を期限内に安全かつ着実に完了 



３ 大会開催の 

機運醸成 

（１）  大会ビジョンの具現化の推進 

・ 「アクション＆レガシープラン」の展開 

・ 「東京 2020参画プログラム」の継続実施、「東京 2020 NIPPONフェスティバル」の展開に向けた準備 

・ 史上最もイノベーティブな大会の実現に向け、施策を推進 

・ 「持続可能性大会前報告書」の作成、昨年度認証を取得した ISO20121の運用の継続的改善 

・ 大会資料の継承・保管に向けた準備 

（２） マーケティングを活用したオリンピック・パラリンピックムーブメントの推進 

・ 大会マスコットなどのブランドアイデンティティをプロモーションに活用し、さらに浸透 

・ オリンピック及びパラリンピック観戦チケットの販売及び大会時のチケットオペレーションに向けた準備 

・ クリーンベニューポリシーの実行に向けた対策の実施など大会ブランド管理を徹底 

・ スポンサーシッププログラムの推進、ライセシングプログラムの展開 

（３） 積極的広報とエンゲージメントの推進 

・ 感染症拡大防止対策を含む安全・安心な大会運営について継続的に発信 

・ 大会用のウェブサイト及びモバイルアプリを７か国語で展開 

・ オリンピックの大会公式映画の制作。ＩＰＣとＮＨＫによるパラリンピックの大会公式映画制作の支援 

４ オールジャパ

ンの連携と事務

局体制の強化 

（１） オールジャパンの協力体制の構築 

・ 都、国、関係自治体等との連携を強化 

・ 被災３県と連携しながら、被災地復興を支援 

・ 多くの学生が参画する大会を実現するため、全国約 800の連携大学への広報活動等を実施 

（２） 効率的かつ大会実務に即した執行体制の構築 

・ 意思決定と情報公開の適切な推進 

・ ゲームズ・デリバリー室を中心とした計画全体の一元化、情報の共有化の推進 

・ 各会場におけるＶＧＭ（ベニューゼネラルマネージャー）を中心とした連携体制の強化 

・ 職員に加え、フィールド キャスト（ボランティア）やコントラクターに対して障がい者・LGBT等に関する理解

促進のための研修等を行い、多様な人材が活躍できる職場環境を整備 

・ e-learning等の実施によるガバナンスの推進 

５ 健全な財務基

盤等の確立と運

営 

（１） 大会成功へ向けた計画的な財務運営 

・ 予算マネージャーを中心に、より迅速かつ適切な執行管理を実施 

・ 共同実施事業のコスト管理と執行統制の強化 

（２）  最適調達の実現 

・大会運営を確実に遂行する調達業務の実施と適切な管理体制の整備 

 



組織委 主な内容

仮設等 816.0
・ 競技会場等における仮設オーバーレイの施工・撤去

・ 仮設オーバーレイ整備のプロジェクトマネジメント業務　　　等

エネルギー
インフラ

113.2 ・ 競技会場等における仮設電源設備の整備　　　等

輸送 401.7
・ 大会関係者輸送用バスの車両調達・運用及び運行管理

・ 大会関係者輸送用フリート（乗用車）の車両調達・運用及び運行管理　　　等

セキュリティ 317.1
・ 民間警備会社による施設警備

・ 警備資機材の調達　　　等

テクノロジー 466.1

・ 大会情報の配信、大会運営に関する各種システムの整備

・ 通信インフラの整備

・ 映像用回線ルートの整備　　　等

オペレーション 1,374.5

・ 会場・競技運営、競技用備品の調達、競技プレゼンテーションの実施

・ ドーピング検査、飲食の提供、選手村の運営及び維持管理

・ 聖火リレー、開閉会式の運営　　　等

管理・広報等 358.4

・ 広報活動、文化プログラムの展開

・ 人件費・賃料

・ スタッフ・ボランティアのユニフォーム調達　　　等

マーケティング 347.5
・ 収入連動経費（ロイヤルティ等）

・ チケッティングプログラムの推進　　　等

計 4,194.5

項目

ハード（会場整備） 929.2

ソフト（大会運営） 3,265.3

（単位：億円）

組織委員会 2020年度予算概要キャッシュフローベース（暫定案）



東京都(国分を含む） 主な内容(パラリンピック経費を含む)

1,343.1

1,135.6

207.5

1,040.4

256.8

397.4

263.3

122.5

・ 会場・競技運営、競技用備品の調達、競技プレゼンテーションの実施

・ 飲食の提供

・ 選手村の運営及び維持管理　　　等

管理・広報等 0.4 ・ 各種パンフレット等の作成　　　等

100.0

2,483.5

※ 都が直接執行する事業を除く

エネルギー
インフラ

・ 競技会場等における仮設電源設備の整備　　　等

項目

ハード(会場整備)

仮設等
・ 仮設整備のプロジェクトマネジメント業務　　　等

ソフト(大会運営)

輸送
・ オリンピック／パラリンピック・ルートネットワークの整備

・ 車両デポ・ハブ等の整備　　　等

セキュリティ

・ 民間警備会社による施設警備

・ 統合映像監視システムの構築

・ 来場者、関係者に対するスクリーニング機器等の設置　　　等

テクノロジー

・ 通信インフラの整備

・ 映像用回線ルートの整備

・ 大型映像装置の設置　　　等

オペレーション

計

緊急対応費

（単位：億円）

共同実施事業 2020年度予算概要キャッシュフローベース（暫定案）



（単位：千円）

公益目的事業会計 法人会計 合計

Ⅰ.一般正味財産増減の部
1 .経常増減の部

経 常 収 益
220,049,783 39,170,217 259,220,000
86,751,783 39,170,217 125,922,000
38,679,000 0 38,679,000
90,000,000 0 90,000,000
4,619,000 0 4,619,000

0 841,000 841,000
0 841,000 841,000

248,350,009 0 248,350,009
248,350,009 0 248,350,009
468,399,792 40,011,217 508,411,009

経 常 費 用
687,023,378 687,023,378

29,760 29,760
3,223,901 3,223,901

505,120 505,120
1,791,042 1,791,042
1,204,584 1,204,584

114,187 114,187
51,827 51,827

142,765 142,765
9,677,614 9,677,614

95,176 95,176
1,016,584 1,016,584

270,354,766 270,354,766
7,463,630 7,463,630

814,945 814,945
3,653,410 3,653,410

62,686,392 62,686,392
1,534,214 1,534,214

628,100 628,100
290,341,007 290,341,007
25,141,433 25,141,433
5,696,678 5,696,678

819,459 819,459
36,784 36,784

40,011,217 40,011,217
15,840 15,840

460,557 460,557
72,160 72,160

255,863 255,863
172,083 172,083
16,312 16,312
25,150 25,150
17,164 17,164

1,099,803 1,099,803
107,604 107,604

18,960,859 18,960,859
1,027,207 1,027,207

483,183 483,183
6,277,057 6,277,057

913,478 913,478
17,270 17,270

5,515,446 5,515,446
403,924 403,924
39,448 39,448

3,584,378 3,584,378
104,728 104,728
439,408 439,408

2,295 2,295
687,023,378 40,011,217 727,034,595

△ 218,623,586 0 △ 218,623,586
2 .経常外増減の部

経 常 外 収 益
0 0 0

経 常 外 費 用
0 0 0
0 0 0

△ 218,623,586 0 △ 218,623,586
75,329,793 △ 2,370,900 72,958,893

△ 143,293,793 △ 2,370,900 △ 145,664,693
Ⅱ.指定正味財産増減の部

0 0 0
248,350,009 0 248,350,009

△ 248,350,009 0 △ 248,350,009
0 0 0

163,380,694 300,000 163,680,694
163,380,694 300,000 163,680,694

Ⅲ.正味財産期末残高 20,086,901 △ 2,070,900 18,016,001

経常外収益計
(1)

委 託 費
顧 問 料
租 税 公 課
支 払 手 数 料

※借入れ限度額は10億円とする。

一般正味財産期末残高

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

(2)
経常外費用計

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

指定正味財産期末残高

一般正味財産期首残高

一般正味財産への振替額

調 査 研 究 費
雑 費

支 払 負 担 金

渉 外 費

賞 与 引 当 金 繰 入 額

法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費

役 員 報 酬
給 料 手 当

理 事 会 費
委 員 会 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消 耗 品 費

超 過 勤 務 手 当

受 取 負 担 金
共同実施事業負担金

保 険 料

② 管 理 費

広 告 宣 伝 費
渉 外 費
委 託 費
支 払 手 数 料

光 熱 水 費
賃 借 料

支 払 負 担 金
調 査 研 究 費
雑 費

経常費用計
当期経常増減額

給 料 手 当

賃 借 料

旅 費 交 通 費
滞 在 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
光 熱 水 費

超 過 勤 務 手 当

賞 与 引 当 金 繰 入 額
会 議 費
渡 航 費

福 利 厚 生 費

２０２０年度　正味財産増減予算書（暫定案）

２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日まで

科        目

(1)
① 事 業 収 益

② 受 取 補 助 金 等

法 定 福 利 費

③ 受 取 負 担 金
共同実施事業負担金振替額

経常収益計
(2)

① 事 業 費
役 員 報 酬

マ ー ケ テ ィ ン グ 収 益

そ の 他 収 益
チ ケ ッ ト 収 益
Ｉ Ｏ Ｃ 分 担 金

スポーツ振興くじ助成金（toto）



 

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類（暫定案） 

（2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで） 

 

 

１ 資金調達の見込みについて 

なし 

 

２ 設備投資の見込みについて 

 選手村ほか 44 会場等にかかる建物付属設備等（198,586,900 千円）を予定

している。 

 

 

［ 主な内訳 ］ 

 

 

（単位：千円）

項目 金額

1 仮設・オーバーレイ（選手村361.5億円、IBC/MPC127.8億円等） 160,246,854

2 輸送施設（トランスポートデポ、ハブの整備等） 20,334,045



その他報告事項
東京2020 第36回理事会 資料









 
（別紙）                                         2020年 3月 23日 
 

持込禁止物品 
 
会場へ入場しようとする者は、次の各号に該当する物品を原則として、持ち込むことはできません。これに違反した場

合は、入場を拒否する場合があります。また、会場内において次の各号に該当する物品が発見された場合には、退場措置
を取る場合があります。 
 
（１）銃砲刀剣類 
（２）はさみ、アイスピック等鋭利な物及びカミソリ、カッター等の刃物又は凶器となり得るおそれのあるもの 
（３）毒物、薬物、その他有害物質 
（４）爆薬、火薬、発煙筒、花火、発火装置、爆発するおそれのあるもの、可燃性物質その他危険物（個人利用のライタ 

ーを除く） 
（５）ガラス容器、缶、紙パック・アルミパック等、ペットボトル・水筒（一人当たり、いずれか１本で容量 750ml以下

のペットボトル・容量 750ml程度の水筒を除く） 
（６）飲料（一人当たり、いずれか 1本で内容量 750ml以下のペットボトル・水筒については、原則試飲の上持ち込可）、

凍結した飲料、アルコール飲料 
（７）食品（個人消費目的の腐らない食品を除く） 
（８）日焼け止め、クリーム、ローション類（個人消費目的に限り、1つにつき容量が概ね 100㎖以下のものを除く） 
（９）氷類・保冷剤等（水筒内の氷を除く。保冷剤については、容量が概ね 400ml 以下で凍らせても柔らかいものを除

く） 
（10）医薬品（個人使用として妥当な量の医薬品を除く） 
（11）90 ㎝以上の旗竿、カメラの一脚又は三脚、脚立、椅子、棒等凶器として使用されるおそれのあるもの（白杖及び

健康上の理由で必要とされる杖を除く） 
（12）全長 30㎝以上のカメラレンズ 
（13）傘（折りたたみ傘を除く） 
（14）楽器、ホイッスル、ブブゼラ、ガスホーン、拡声器、レーザーポインター、紙ふぶき等大会運営又は競技進行の妨 

げになるもの 
（15）スポーツ用品、噴霧器、ウォーターガン等の内、大会運営又は競技進行の妨げになるおそれのあるもの 
（16）旅行用カバン等大型又は大量の荷物（概ね容量 25ℓ以下のソフトな材質のものは除く） 
（17）参加していない国の国旗及び１ｍ×２ｍ以上の旗・バナー・横断幕等 
（18）東京 2020組織委員会の許可を得ていない無線機器（携帯電話等を除く）、ドローン等遠隔操作を行う機器 
（19）動物（補助犬を除く） 
（20）政治的、思想的若しくは宗教的な主義、主張、公共の秩序、道徳に反する内容、あるいは差別的内容の広告材料若

しくは観念を表示し、若しくは連想させ、又はデモンストレーションに使用され得るものや大会の運営に支障を及
ぼすおそれのある掲示板、立て看板、旗、バナー、横断幕、懸垂幕、のぼり、プラカード、ゼッケン、文書、図画、
印刷物、商標等 

（21）特定の会社又は企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物（特定の会社、製品等を連想させ
る物、無許可のチラシ、パンフレット、プロモーション素材を含む） 

（22）その他大会運営若しくは競技進行を妨害し、他人に迷惑若しくは危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると大会
関係者が認めるもの 

※ 持込禁止物品については、特定の会場やセッションにおいて内容を変更する場合があります。変更内容については、
公式 HP等を通じて、別途お知らせいたします。 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
禁止行為 

 
会場に入場しようとし、又は入場した者は、原則として、次の各号に該当する行為をすることはできません。これに違

反した場合は、入場拒否又は退場措置をとる場合があります。 
 
（１）法令及び公序良俗に反する行為をすること。 
（２）正当なチケット又はアクレディテーションカード等を所持せず入場すること。 
（３）持込禁止物品を持ち込むこと。 
（４）競技エリア若しくは観客席等への物の投げ入れ又は発射、その他大会運営上支障を及ぼすおそれのある行為をする

こと。 
（５）東京 2020組織委員会の許可を得ていない無人航空機（ドローン等）を飛行させること（会場外からの操作を含む）。 
（６）競技エリアをはじめとする、立ち入り禁止区域又は、立ち入り制限区域に正当な理由なく立ち入ること。 
（７）建物、立ち木、建造物その他設備、施設若しくは物件を破壊し、損傷し、汚損し、又はみだりに操作すること。 
（８）安全措置のために施した錠、掛け金、封印、テープ等を損壊し、又は開封・改変すること。 
（９）観客、審判、選手又は大会関係者を脅迫、威圧、侮辱又は挑発する等、攻撃的な行為をすること。 
（10）選手又は大会関係者等への面会を強要し又は居座ること。 
（11）通路、階段、出入口等に荷物を置く又は観戦する等、通路を塞ぐ行為をすること。また、所定の場所以外で観戦す

ること。 
（12）座席の上に立つ又はフェンスその他施設に登る行為をすること。 
（13）会場内で喫煙すること（電子タバコ等を含む）。 
（14）会場内で火気を使用すること。 
（15）酩酊した状態で会場に入場し、又は会場において酩酊すること。 
（16）会場内において、東京 2020組織委員会の許可を得ていないモバイルWi-Fiをはじめとする通信機器（携帯電話を

除く）を使用すること。 
（17）営利目的で写真、映像を記録、送信若しくは作成すること。 
（18）政治的、思想的若しくは宗教的な主義、主張、公共の秩序、道徳に反する内容、あるいは差別的内容の広告材料若

しくは観念を表示し、若しくは連想させ、又はデモンストレーションに使用され得るものや大会の運営に支障を及
ぼすおそれのある掲示板、立て看板、旗、バナー、横断幕、懸垂幕、のぼり、プラカード、ゼッケン、文書、図画、
印刷物、商標等を設置、着用、散布、貼布、配布すること。 

（19）抗議活動やデモンストレーション、集会、勧誘、演説、差別言動等、大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行
為をすること。 

（20）商行為、寄付金の募集、広告物の掲示、その他営利目的の行為をすること。 
（21）参加していない国の国旗及び１ｍ×２ｍ以上の旗・バナー・横断幕等を使用すること。 
（22）特定の会社又は企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物（特定の会社、製品等を連想させ

る物、無許可のチラシ、パンフレット、プロモーション素材を含む。）を掲示し、又は設置、配布すること。 
（23）座席や観戦エリアで傘、自撮り棒を使用すること。 
（24）所定の場所以外にゴミその他の物を廃棄すること。 
（25）楽器（太鼓、トランペット等）等の使用により、大会運営又は競技進行を妨げること。 
（26）所定の場所以外へ進入し、駐車又は駐輪すること。 
（27）違法駐車、会場周辺での野宿など近隣住民や周辺施設等への迷惑行為をすること。 
（28）テープやシート及び手荷物等を使用した入場待ち列確保及び会場での徹夜行為をすること。 
（29）他人のために、観客席や観戦エリアに物を置くなどしての席取り・場所取り行為をすること。 
（30）折りたたみ椅子、シート等を使用して競技観戦等を行うこと。 
（31）東京 2020組織委員会が事前に認めた場合以外に再入場すること。 
（32）その他大会運営若しくは競技進行を妨害し、他人に迷惑若しくは危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると大会

関係者が認める行為をすること。 
※ 禁止行為については、特定の会場やセッションにおいて内容を変更する場合があります。変更内容については、公式 

HP等を通じて、別途お知らせいたします。 
 
 
 



 
遵守行為 

 
会場に入場しようとし、又は入場した者は、次の各号に該当する行為を遵守していただきます。これに違反した場合は、

入場拒否又は退場措置をとる場合があります。 
 
（１）チケット、身分証明書、アクレディテーションカード等の提示を求められたときは、これに応じること。 
（２）安全確保のため、手荷物、所持品検査に協力すること。 
（３）大会関係者又は治安機関の指示、案内、誘導等に従い行動すること。 
（４）チケットに明示された座席において着席して観戦すること（立見席を除く）。 
（５）主催者が定めた時刻以降から会場に入場し、競技（該当チケット分）が終了したときは、大会関係者の指示に従い、

速やかに会場から退場すること。 
（６）旗・バナー・横断幕等の掲出方法（場所を含む）については、大会関係者の指示に従うこと。 
（７）自らが損害を被ることのないよう競技進行（練習を含む）に十分注意すること。 
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